
総 税 企 第 ３ ３ 号

平成２２年４月１日

各 都 道 府 県 知 事 殿

総 務 大 臣

地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について

地方税法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第４号）、地方税法施行令及び国税収納

金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成２２年政令第４５号）及び地方税

法施行規則の一部を改正する省令（平成２２年総務省令第２７号）は平成２２年３月３１日に

それぞれ公布され、原則として同年４月１日から施行されることとされたので、次の事項に留

意の上、適切に運用されるようお願いいたします。

また、貴都道府県内市町村に対してもこの旨周知されるようよろしくお願いします。

なお、この通知は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４（技術的な助言）

に基づくものです。
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Ⅰ 総括的事項

平成２２年度の税制改正においては、支え合う社会を実現するとともに、経済・社会の

構造変化に対応し、国民が信頼できる税制を構築する観点からの税制全般にわたる改革の

一環として、次の点をはじめとする地方税制の改正を行うこととした。

(1) 個人住民税所得割について、扶養親族のうち、年齢１６歳未満の者に対する扶養控除

を廃止し、特定扶養親族のうち、年齢１６歳以上１９歳未満の者に対する扶養控除の上

乗せ部分（１２万円）を廃止することとした。

（注）平成２４年度分の個人住民税から適用

(2) 軽油引取税については、改正前の１０年間の暫定税率は廃止した上で、当分の間、現

在の税率水準を維持することとしたほか、揮発油価格の異常な高騰が続いた場合には、

本則税率を上回る部分の課税を停止する等の措置を創設することとした。また、自動車

取得税については、改正前の１０年間の暫定税率は廃止した上で、当分の間、現在の税

率水準を維持することとし、自動車重量譲与税については、自動車重量税の税率の引下

げに伴い地方に減収が生じることのないよう、当分の間、自動車重量譲与税の譲与割合

を３分の１から１，０００分の４０７に引き上げることとした。

(3) 道府県たばこ税及び市町村たばこ税について、税率を合わせて１，０００本につき１

，７５０円引き上げることとした。

(4) 地方税における税負担軽減措置等の適用実態の透明化を図るとともに、適宜、適切な

見直しを推進するため、適用実態を把握し、その結果を国会へ報告することとした。

Ⅱ 地方税法の改正に関する事項

第１ 道府県税の改正に関する事項

１ 道府県民税

(1) 平成２５年度から、生命保険料控除を改組し、次のアからウまでによる各保険料控除

の合計適限度額を７万円とすることとした（法３４、令７の１５～７の１５の１４）。

ア 平成２４年１月１日以後に締結した保険契約等（以下「新契約」という。）に係る

控除

① 介護医療保険契約等に係る支払保険料等について、介護医療保険料控除（適用限

度額２８，０００円）を設けること。

② 一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ２８，０

００円とすること。

③ ①及び②の各保険料控除の控除額の計算は次のとおりとすること。
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年間の支払保険料等 控 除 額

１２，０００円以下 支払保険料等の全額

１２，０００円超３２，０００円以下 支払保険料等×１／２＋６，０００円

３２，０００円超５６，０００円以下 支払保険料等×１／４＋１４，０００円

５６，０００円超 一律２８，０００円

④ 主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等を各保険

料控除に適用すること。

イ 平成２３年１２月３１日以前に締結した保険契約等（以下「旧契約」という。）に

係る控除

一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の控除額の計算は次のとおりとし、こ

れらの控除の適用限度額は、それぞれ３５，０００円とすること。

年間の支払保険料等 控 除 額

１５，０００円以下 支払保険料等の全額

１５，０００円超４０，０００円以下 支払保険料等×１／２＋７，５００円

４０，０００円超７０，０００円以下 支払保険料等×１／４＋１７，５００円

７０，０００円超 一律３５，０００円

ウ 新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算

ア②及びイにかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、

それぞれ次に掲げる金額の合計額（適用限度額２８，０００円）とすること。

① 新契約の支払保険料等につき、ア③の計算式により計算した金額

② 旧契約の支払保険料等につき、イの計算式により計算した金額

(2) 平成２４年度から、扶養親族のうち、年齢１６歳未満の者に対する扶養控除を廃止す

ることとした（法３４）。

(3) 平成２４年度から、特定扶養親族のうち、年齢１６歳以上１９歳未満の者に対する扶

養控除の上乗せ部分（１２万円）を廃止し、扶養控除の額を３３万円とすることとした

（法３４）。

(4) 平成２４年度から、道府県民税の所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族

が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に２３万円を加

算する措置について、特別障害者に対する障害者控除の額に２３万円を加算する措置に

改めることとした（法３４）。

(5) 平成２４年度から、調整控除について、(2)から(4)までの改正に伴う所要の措置を講

ずることとした（法３７）。

(6) 平成２３年１月１日から、給与の支払を受ける者等で所得税法の規定により扶養控除

等申告書等を提出するものについて、扶養親族に関する事項を記載した申告書を提出す

ることとした（法４５の３の２、４５の３の３）。

(7) 完全支配関係がある法人の間の取引に係る税制及び資本に関係する取引等に係る税制

について、所要の措置を講ずることとした。（法５３、３２１の８、令８の１２、８の

１４～８の１６、８の１８、８の１９、８の２１、８の２２、８の２４、９及び９の

７）
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ア 清算所得の廃止に伴う所要の措置を講ずることとした。

イ 法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定した場合において、当

該法人に控除未済個別帰属税額等があるときは、その控除未済個別帰属税額等に相当

する金額は、その株主である法人の当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度

以後の各事業年度における繰越控除の適用において、その株主である法人の事業年度

において生じた控除未済個別帰属税額等とみなすこととした。

ウ 合併類似適格分割型分割の廃止に伴う所要の措置を講ずることとした。

エ その他所要の規定の整備を行うこととした。

(8) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を２年延長すること

とした（法附則４）。

(9) 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を２年延長することとした（法附

則４の２）。

(10) 平成２５年度から、非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置に

ついて、非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の金額とそれ以外の株式等に

係る譲渡所得等の金額とを区分して計算する等所要の措置を講ずることとした（法附則

３５の３の２、令附則１８の６の２）。

(11) 平成２２年度において賦課決定をされた個人の道府県民税に係る徴収取扱費の算定に

おいて納税義務者の数を乗ずる金額を３，３００円とする特例を設けることとした（令

附則５の３）。

２ 事業税

(1) 完全支配関係がある法人の間の取引に係る税制及び資本に関係する取引等に係る税制

について、所要の措置を講ずることとした。（法７２、７２の５の２、７２の６、７２

の１２、７２の１３、７２の１８、７２の２１、７２の２３、７２の２４の９、７２の

２９～７２の３１、７２の４１の５、令２０の３、２１、２９～３１）

ア 清算所得に対する所得割の廃止に伴う所要の措置を講ずることとした。

① 清算中の法人に各事業年度の付加価値額、所得又は収入金額に対する事業税を課

することとした。

② 残余財産の一部の分配又は引渡しをする場合における清算所得に係る所得割の申

告納付及び解散法人の清算所得に係る所得割の確定申告納付を廃止することとした。

③ 残余財産の確定の日の属する事業年度が終了した場合においては、清算中の法人

に当該事業年度の所得に対する事業税を課することとした。

④ 連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合等における申告納付の特例

措置を講ずることとした。

⑤ 更正又は決定による清算中の予納額の還付を廃止することとした。

イ みなし事業年度について、国税の諸制度の取扱いを踏まえ、所要の措置を講ずるこ

ととした。

① 分割型分割を行った場合においては、みなし事業年度を設けないこととすること

とした。

② 連結子法人の解散（合併による解散を除く。）のうち破産手続開始の決定による



－4－

解散以外の場合においては、みなし事業年度を設けないこととすることとした。

③ 連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に完全支配関係を有するこ

ととなった他の内国法人のみなし事業年度の終了の日を加入日の前日の属する月次

決算期間の末日とすることができることとした。

ウ その他所要の規定の整備を行うこととした。

(2) 法人事業税の資本割の課税標準について、資本金又は資本準備金を欠損のてん補又は

損失のてん補に充てた金額を控除するとともに、剰余金又は利益準備金を資本金とした

金額を加算する措置を講ずることとした。（法７２の２１）

(3) ガス供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合において控

除される収入金額の範囲に、他のガス供給業を行う法人から託送供給を受けてガスの供

給を行う場合の当該供給に係る収入金額のうち、ガス事業法に規定する大口供給に応じ

るガスの供給に係る託送料金として支払うべき金額に相当する収入金額を追加する課税

標準の特例措置の適用期限を平成２５年３月３１日まで延長することとした。（法附則

９）

３ 不動産取得税

(1) 特定一般社団法人又は特定一般財団法人の事業を承継するために設立された認可地縁

団体が、平成２２年４月１日から平成２５年１１月３０日までの間に解散した当該特定

一般社団法人又は特定一般財団法人からその残余財産を取得した場合に、一定の要件を

満たすときは、その残余財産である不動産について、非課税とする特例措置を講ずるこ

ととした（法附則４１⑬、令２３⑥⑦）。

(2) 次のとおり課税標準の特例措置等の適用期限を延長することとした。

ア 新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から１年

（本則６月）を経過した日に緩和する特例措置の適用期限を平成２４年３月３１日ま

で延長すること（法附則１０の２①）。

イ 新築住宅特例適用住宅用土地に係る税額の減額措置について、土地取得後の住宅新

築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を平成２４年３月３１日まで延

長すること（法附則１０の２②）。

ウ 河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業のために使用された土地の上に建築

されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得する代替家屋に

係る課税標準の特例措置の適用期限を平成２４年３月３１日まで延長すること（法附

則１１③）。

エ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく公共交通特定事業

により鉄道事業者等が取得する一定の家屋に係る課税標準の特例措置の適用期限を平

成２３年３月３１日まで延長すること（法附則１１⑦）。

オ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事

業者が、国又は地方公共団体が法律の規定によりその事業等として実施するものであ

る一定の選定事業により取得する公共施設等の用に供する一定の家屋に係る課税標準

の特例措置の適用期限を平成２７年３月３１日まで延長すること（法附則１１⑩）。

カ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事
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業者が政府の補助を受けて取得する国立大学の校舎の用に供する一定の家屋に係る課

税標準の特例措置の適用期限を平成２７年３月３１日まで延長すること（法附則１１

⑫）。

キ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う基盤整備事業に伴い、日本貨

物鉄道株式会社が取得する家屋に係る課税標準の特例措置の適用期限を平成２４年３

月３１日まで延長すること（法附則１１）。

ク 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築に係る

課税標準の特例措置の適用期限を平成２４年３月３１日まで延長すること（法附則１

１）。

(3) 次のとおり課税標準の特例措置を改めることとした。

ア 都市再生特別措置法に規定する計画の認定を受けた民間都市再生整備事業計画に係

る都市再生整備事業の区域内の不動産の所有者が、当該不動産を同法に規定する認定

整備事業者又は独立行政法人都市再生機構に譲渡し、当該不動産に代わるものとして

取得する不動産に係る課税標準の特例措置について、対象から整備事業区域の区域外

にある不動産を取得した場合を除外すること（法附則１１⑯、旧令附則７）。

イ 医療計画上の医療連携体制に基づいて周産期医療を提供する医療提供施設の開設者

が取得する周産期医療のための施設の用に供する不動産に係る課税標準の特例措置に

ついて、平成２２年４月１日から平成２５年３月３１日までの取得については当該不

動産の価格の２分の１、平成２５年４月１日から平成２７年３月３１日までの取得に

ついては当該不動産の価格の３分の１、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１

日までの取得については当該不動産の価格の６分の１に相当する額を価格から控除す

ることとした上、その適用期限を平成２８年３月３１日まで延長すること（法附則１

１⑲）。

ウ 中心市街地の活性化に関する法律に規定する認定中心市街地又は都市再生特別措置

法に規定する都市再生緊急整備地域若しくは都市再生整備計画の区域内において取得

する一定の新築家屋（住宅の用に供するものを除く。）に係る課税標準の特例措置に

ついて、対象地域から認定中心市街地を、対象用途から料理店、遊技場及び公衆浴場

を除外した上、その適用期限を平成２４年３月３１日まで延長すること（法附則１１

⑳、令附則７）。

(4) 次に掲げる非課税措置等を廃止することとした。

ア 農業協同組合等の現物出資により設立される株式会社又は合同会社が当該現物出資

に伴い取得する不動産に係る非課税措置（旧法附則１０③、旧令附則６の１６④、旧

則附則３の２の６）

イ 鉄道事業者が取得する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定する鉄道

再生事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する一定の不動産に係る非課税措置

（旧法附則１０⑧、旧令附則６の１６⑧、旧則附則３の２の７）

ウ 鉄道事業者が取得する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定する鉄道

事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する一定の不動産に係る非課

税措置（旧法附則１０⑩、旧令附則６の１６⑩）

エ 国の補助金又は交付金の交付を受けて取得する農林漁業経営の近代化又は合理化の
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ための共同利用施設に係る課税標準の特例措置（旧法附則１１①、旧令附則７①）

オ 農業振興地域の整備に関する法律の規定による市町村長の勧告等によって取得する

農用地区域内にある土地に係る課税標準の特例措置（旧法附則１１③）

カ 農地保有合理化法人等が長期貸付農地保有合理化事業により取得する農地等に係る

課税標準の特例措置（旧法附則１１⑥、旧令附則７④、旧則附則３の２の８）

キ 阪神・淡路大震災による被災家屋の所有者等が取得する代替家屋に係る課税標準の

特例措置（旧法附則１１⑩、旧令附則７⑧、旧則附則３の２の10）

ク マンション建替事業の施行に伴いやむを得ない事情により権利変換を希望しない旨

の申出をした者が施行マンション内で行っていた事業を引き続き行うための当該事業

の用に供する土地等（住宅の用に供するものを除く。）に係る課税標準の特例措置

（旧法附則１１⑭、旧令附則７⑯）

ケ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事

業者が国の資金の貸付けを受けて取得する一定の特定用途港湾施設の用に供する家屋

に係る課税標準の特例措置（旧法附則１１⑯、旧令附則７⑲⑳）

コ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事

業者が政府の補助を受けて取得する一般廃棄物処理施設の用に供する一定の家屋に係

る課税標準の特例措置（旧法附則１１⑰、旧令附則７、旧則附則３の２の１７）

サ 移転補助を受け土砂災害特別警戒区域から移転する者が従前の不動産に代わるもの

として区域外に取得する不動産（住宅の用に供するものに限る。）に係る課税標準の

特例措置（旧法附則１１⑲、旧則附則３の２の１８）

シ 独立行政法人都市再生機構が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法

律に規定する防災再開発促進地区、中心市街地の活性化に関する法律に規定する認定

中心市街地又は都市再生特別措置法に規定する都市再生緊急整備地域の区域内におい

て、一定の業務の用に供する不動産に係る課税標準の特例措置（旧法附則１１）

ス 農業協同組合が他の農業協同組合から信用事業の全部譲渡に伴い取得する不動産に

係る課税標準の特例措置（旧法附則１１）

セ 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律に規定する協議会

の構成員のうち、公益社団・財団法人が取得する重要文化財等に指定又は登録された

家屋及び土地に係る課税標準の特例措置（旧法附則１１、旧令附則７）

ソ 農地保有合理化法人等が担い手農業者確保事業により取得する農地等に係る納税義

務の免除措置等について、納税義務の免除措置等の期間を五年延長する特例措置（旧

法附則１１の７）

(5) 心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に規

定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けて取得する事業用施設

に係る税額の減額措置について、労働者の範囲に短時間労働者を、障害者の範囲に身体

障害者又は知的障害者である短時間労働者を追加することとした（令附則９①）。

(6) その他所要の規定の整備を行うこととした。

４ 道府県たばこ税

(1) 道府県たばこ税の税率を、平成２２年１０月１日以後に売渡し等が行われた製造たば
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こに限り、１,０００本につき４３０円引き上げることとした（法７４の５）。

(2) 旧三級品の紙巻たばこに係る道府県たばこ税の税率を、平成２２年１０月１日以後に

売渡し等が行われた製造たばこに限り、１,０００本につき２０５円引き上げることと

した（法附則１２の２）。

(3) 平成２２年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持す

る一定の卸売販売業者等及び小売販売業者に対して、手持品課税を行うこととした（改

正法附則６、改正令附則３、改正則附則２）。

５ 自動車取得税

(1) 国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて一般乗合用旅客運送事業を

経営する者が取得する一定の一般乗合用バスに係る非課税措置について、その適用期限

を平成２４年３月３１日まで延長することとした（法附則１２の２の２①、則附則４の

４）。

(2) 当分の間の措置として、自家用の自動車で軽自動車以外のものの取得に対して課する

税率を１００分の５とする措置を講ずることとした（法附則１２の２の３①）。

(3) 環境への負荷の少ない自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得に対して、平成

２１年４月１日から平成２４年３月３１日までの間の措置として講じられている税率の

引下げの特例措置について、次のとおり、車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以

下のバス又はトラックのうち、一定の排出ガス性能及び燃費性能を備えたものを追加す

ることとした（法附則１２の２の３②③）。

ア 平成２１年１０月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基

準に適合し、かつ、エネルギーの使用の合理化に関する法律に規定するエネルギー消

費効率（以下「エネルギー消費効率」という。）が同法の規定により定められる製造

事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して定めるエネルギー消費効率（以下

「基準エネルギー消費効率」という。）以上のディーゼル車の取得に対して課する税

率は、本特例措置の適用がないものとした場合の税率に４分の１を乗じて得た率とす

ること。

イ エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上で、かつ、窒素酸化物の排出量

が平成１７年１０月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基

準に定める窒素酸化物の値（以下「平成１７年窒素酸化物排出許容限度」という。）

の４分の１を超えないものの取得に対して課する税率は、本特例措置の適用がないも

のとした場合の税率に４分の１を乗じて得た率とすること。

ウ エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上で、かつ、窒素酸化物の排出量

が平成１７年窒素酸化物排出許容限度の２分の１を超えないものの取得に対して課す

る税率は、本特例措置の適用がないものとした場合の税率に２分の１を乗じて得た率

とすること。

(4) ディーゼル車で初めて新規登録等を受けるもの以外の取得に係る税率の特例措置につ

いて、次のとおり軽減対象を拡充した上、その適用期限を延長することとした（法附則

１２の２の３⑧、則附則４の５⑰～）。

ア 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラックのうち、(3)ア
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に掲げるディーゼル車を平成２２年８月３１日までの間に取得した場合における税率

は、本特例措置の適用がないものとした場合の税率から１００分の１を控除した率と

すること。

イ 車両総重量が１２トンを超えるディーゼル車及び車両総重量が３．５トン以下の乗

用のディーゼル車に係る特例措置について、その適用期限を平成２２年８月３１日ま

で延長すること。

ウ 車両総重量が３．５トンを超え１２トン以下のディーゼル車に係る特例措置につい

て、その適用期限を平成２３年８月３１日まで延長すること。ただし、当該ディーゼ

ル車の取得が平成２２年１０月１日から平成２３年８月３１日までの間に行われた場

合の税率は、本特例措置の適用がないものとした場合の税率から１００分の１を控除

した率とすること。

(5) 排出ガス性能及び燃費性能の優れた自動車で初めて新規登録等を受けるもの以外の取

得に係る課税標準の特例措置について、次のとおり軽減対象を拡充した上、その適用期

限を平成２４年３月３１日まで延長することとした（法附則１２の２の５、則附則４の

６）。

ア 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラックのうち、(3)イ

に掲げるものについて、取得価額から３０万円を控除すること。

イ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラックのうち、(3)ウ

に掲げるものについて、取得価額から１５万円を控除すること。

６ 軽油引取税

(1) 当分の間の措置として、税率を１キロリットルにつき３２，１００円とする措置を講

ずることとした（法附則１２の２の８）。

(2) 揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の適用が停止される場合における軽油引取税

の税率の特例の適用停止等の措置を講ずることとした（法附則１２の２の９）。

７ 自動車税

(1) 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新

規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置につ

いて、軽減対象の見直しを行った上、平成２４年３月３１日まで延長することとした

（法附則１２の３、則附則５の２）。

ア 環境負荷の小さい自動車

平成２２年度及び平成２３年度に新車新規登録された電気自動車、プラグインハイ

ブリッド自動車、一定の排出ガス性能を備えた天然ガス自動車及びエネルギー消費効

率が基準エネルギー消費効率に１００分の１２５を乗じて得た数値以上の自動車のう

ち窒素酸化物の排出量が平成１７年窒素酸化物排出許容限度の４分の１を超えないも

のについて、当該登録の翌年度に税率を概ね１００分の５０軽減すること。

イ 環境負荷の大きい自動車

新車新規登録から一定の年数を経過した次の自動車（電気自動車、天然ガス自動車、

メタノール自動車、一般乗合用バス及び被けん引車を除く。）について、その経過す
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る日の属する年度以後に税率を概ね１００分の１０重課すること。

① ガソリン車又はＬＰＧ車で平成１１年３月３１日までに新車新規登録を受けたも

の 新車新規登録を受けた日から起算して１４年を経過する日の属する年度

② ディーゼル車その他の①に掲げる自動車以外の自動車で平成１３年３月３１日ま

でに新車新規登録を受けたもの 新車新規登録を受けた日から起算して１２年を経

過する日の属する年度

第２ 市町村税の改正に関する事項

１ 市町村民税

(1) 平成２５年度から、生命保険料控除を改組し、次のアからウまでによる各保険料控除

の合計適限度額を７万円とすることとした（法３１４の２、令４８の７）。

ア 平成２４年１月１日以後に締結した保険契約等（以下「新契約」という。）に係る

控除

① 介護医療保険契約等に係る支払保険料等について、介護医療保険料控除（適用限

度額２８，０００円）を設けること。

② 一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ２８，０

００円とすること。

③ ①及び②の各保険料控除の控除額の計算は次のとおりとすること。

年間の支払保険料等 控 除 額

１２，０００円以下 支払保険料等の全額

１２，０００円超３２，０００円以下 支払保険料等×１／２＋６，０００円

３２，０００円超５６，０００円以下 支払保険料等×１／４＋１４，０００円

５６，０００円超 一律２８，０００円

④ 主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等を各保険

料控除に適用すること。

イ 平成２３年１２月３１日以前に締結した保険契約等（以下「旧契約」という。）に

係る控除

一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の控除額の計算は次のとおりとし、こ

れらの控除の適用限度額は、それぞれ３５，０００円とすること。

年間の支払保険料等 控 除 額

１５，０００円以下 支払保険料等の全額

１５，０００円超４０，０００円以下 支払保険料等×１／２＋７，５００円

４０，０００円超７０，０００円以下 支払保険料等×１／４＋１７，５００円

７０，０００円超 一律３５，０００円

ウ 新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算

ア②及びイにかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、

それぞれ次に掲げる金額の合計額（適用限度額２８，０００円）とすること。

① 新契約の支払保険料等につき、ア③の計算式により計算した金額

② 旧契約の支払保険料等につき、イの計算式により計算した金額
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(2) 平成２４年度から、扶養親族のうち、年齢１６歳未満の者に対する扶養控除を廃止す

ることとした（法３１４の２）。

(3) 平成２４年度から、特定扶養親族のうち、年齢１６歳以上１９歳未満の者に対する扶

養控除の上乗せ部分（１２万円）を廃止し、扶養控除の額を３３万円とすることとした

（法３１４の２）。

(4) 平成２４年度から、市町村民税の所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族

が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に２３万円を加

算する措置について、特別障害者に対する障害者控除の額に２３万円を加算する措置に

改めることとした（法３１４の２）。

(5) 平成２４年度から、調整控除について、(2)から(4)までの改正に伴う所要の措置を講

ずることとした（法３１４の６）。

(6) 平成２３年１月１日から、給与の支払を受ける者等で所得税法の規定により扶養控除

等申告書等を提出するものについて、扶養親族に関する事項を記載した申告書を提出す

ることとした（法３１７の３の２、３１７の３の３）。

(7) 公的年金からの特別徴収制度の対象とならない６５歳未満の公的年金等に係る所得を

有する給与所得者について、公的年金等に係る所得に係る所得割額を、給与所得に係る

所得割額及び均等割額の合算額に加算して給与から特別徴収の方法により徴収すること

ができることとした（法３２１の３、３２１の４、３２１の７の２）。

(8) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を２年延長すること

とした（法附則４）。

(9) 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を２年延長することとした（法附

則４の２）。

(10) 平成２５年度から、非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置

について、非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の金額とそれ以外の株式等

に係る譲渡所得等の金額とを区分して計算する等所要の措置を講ずることとした（法附

則３５の３の２、令附則１８の６の２）。

２ 固定資産税及び都市計画税

(1) 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律に規定する指定会社等が平成２２年４月１日か

ら平成２４年３月３１日までの間に取得した国の補助又は国の貸付けに係る資金の貸付

けを受けて取得した一定の特定用途港湾施設について、固定資産税及び都市計画税の課

税標準を取得後１０年度間はその価格の２分の１とする特例措置を講ずることとした

（法附則１５、令附則１１、則附則６）。

(2) 国内航空機に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、２００ｔ以上の航空機

又は２００ｔ未満で地方路線の就航時間割合が３分の２未満の航空機の課税標準を最初

の３年間はその価格の３分の２、２００ｔ未満で地方路線の就航時間割合が３分の２以

上の航空機の課税標準を最初の５年間はその価格の５分の２（改正前１３０ｔ以上の航

空機の課税標準は最初の３年間はその価格の３分の２、１３０ｔ未満の航空機の課税標

準は最初の３年間はその価格の２分の１）としたうえ、その対象資産を平成２３年度ま

でに新たに固定資産税が課されるものとすることとした（法附則１５④、則附則６⑳）。
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(3) 外国貿易用コンテナーに係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その適用期

限を撤廃することとした（法３４９の３、則１１の１４）。

(4) 次のとおり課税標準の特例措置等の適用期限を延長することとした。

ア 鉄軌道事業者等が政府の補助を受けて取得した鉄道駅の耐震性の向上に資する一定

の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期

限を平成２３年３月３１日まで延長すること（法附則１５⑦）。

イ 大規模地震対策特別措置法に規定する地震防災対策強化地域等において地震防災対

策の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、そ

の対象資産の取得期限を平成２６年３月３１日まで延長すること（法附則１５⑫）。

ウ 卸売市場機能高度化事業を行う地方卸売市場の開設者等が直接その本来の業務の用

に供する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、

その対象資産の取得期限を平成２３年３月３１日まで延長すること（法附則１５⑱）。

エ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく公共交通特定事業

により鉄道事業者等が取得した一定の停車場建物等に係る固定資産税及び都市計画税

の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を平成２３年３月３１日ま

で延長すること（法附則１５）。

オ 鉄軌道事業者が取得した新造車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化に資する一

定の構造を有するものに係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資

産の取得期限を平成２３年３月３１日まで延長すること（法附則１５）。

カ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事

業者が、国又は地方公共団体が法律の規定によりその事業等として実施するものであ

る一定の選定事業により取得した公共施設等の用に供する一定の家屋及び償却資産に

係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得

期限を平成２７年３月３１日まで延長すること（法附則１５）。

キ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事

業者が政府の補助を受けて取得した国立大学の校舎の用に供する一定の家屋及び償却

資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産

の取得期限を平成２７年３月３１日まで延長すること（法附則１５）。

ク 鉄道事業者が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定する鉄道事業再構

築事業を実施する路線において政府の補助を受けて取得した一定の家屋及び償却資産

に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取

得期限を平成２４年３月３１日まで延長すること（法附則１５）。

ケ 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律に規定

するバイオ燃料製造業者が同法に規定する認定生産製造連携事業計画に従って実施す

る生産製造連携事業により新設した一定の機械その他の設備に係る固定資産税の課税

標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を平成２４年３月３１日まで延長

すること（法附則１５）。

コ 新築住宅及び新築中高層耐火建築住宅に係る固定資産税の減額措置について、その

対象資産の新築期限を平成２４年３月３１日まで延長すること（法附則１５の６）。

サ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に係る固定資
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産税の減額措置について、その対象資産の新築期限を平成２４年３月３１日まで延長

すること（法附則１５の７①②）。

シ 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する高齢者向け優良賃貸住宅である一

定の貸家住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象資産の新築期限を平成

２３年３月３１日まで延長すること（法附則１５の８④）。

ス 防災街区整備事業の施行に伴い従前の権利者が取得する一定の施設建築物に係る固

定資産税の減額措置について、その対象資産の新築期限を平成２３年３月３１日まで

延長すること（法附則１５の８⑤）。

セ 高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する一定の

改修工事が行われた住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象資産の改修

期限を平成２５年３月３１日まで延長すること（法附則１５の９④⑤）。

ソ 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する一定の改修工事が行われた住宅に係

る固定資産税の減額措置について、その対象資産の改修期限を平成２５年３月３１日

まで延長すること（法附則１５の９⑨⑩）。

(5) 次のとおり課税標準の特例措置を改めることとした。

ア 公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から鉱さい

等の処理施設、ばい煙処理施設、窒素酸化物発生抑制のための燃焼改善設備、ダイオ

キシン類処理施設、揮発性有機化合物排出抑制施設、廃油又は廃プラスチック類の処

理施設、湖沼水質保全のための汚水処理施設、水質汚濁防止のための地下水浄化施設、

優良更新代替設備及び一定の産業廃棄物の焼却施設を除外し、水質汚濁防止のための

汚水又は廃液の処理施設については課税標準をその価格の３分の１（改正前６分の

１）とし、産業廃棄物処理施設については課税標準をその価格の３分の１（改正前３

分の１又は６分の１）とし、下水道除害施設については課税標準をその価格の４分の

３（改正前３分の２）としたうえ、その対象資産の取得期限を平成２４年３月３１日

まで延長すること（法附則１５②③、令附則１１⑥⑦、則附則６⑫～⑱）

イ 外貿埠頭公社が所有する一定の特定用途港湾施設に係る固定資産税及び都市計画税

の課税標準の特例措置について、平成１０年３月３１日までに取得したものに係る課

税標準を平成２４年度分はその価格の３分の２（改正前２分の１）とし、外貿埠頭公

団の解散及び業務の承継に関する法律に基づき外貿埠頭公社が承継したものに係る課

税標準を平成２４年度分は価格の５分の４（改正前５分の３）としたうえ、その適用

期限を平成２４年度まで延長すること（法附則１５⑨）。

ウ 廃棄物再生処理用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、平成２２

年４月１日から平成２３年３月３１日までの間に取得したものに係る課税標準を取得

後３年度間はその価格の５分の４又は４分の３とし、平成２３年４月１日から平成２

４年３月３１日までの間に取得したものに係る課税標準を取得後３年度間はその価格

の６分の５又は５分の４（改正前４分の３又は３分の２）としたうえ、その対象資産

の取得期限を平成２４年３月３１日まで延長すること（法附則１５⑪、則附則６）。

エ 日本貨物鉄道株式会社が取得した新造車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置

について、課税標準を取得後５年度間はその価格の５分の３（改正前２分の１）とし
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たうえ、その対象資産の取得期限を平成２４年３月３１日まで延長すること（法附則

１５⑬）。

オ 電気通信事業者等が電気通信基盤充実臨時措置法に基づき新設した電気信号の伝送

を高速かつ広帯域で行うための一定の設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置に

ついて、資本金の額若しくは出資金の額が５０億円未満の会社又は個人が新設するも

のに対象を限定し、無線設備を対象から除外したうえ、その対象資産の取得期限を平

成２３年３月３１日まで延長すること（法附則１５⑮、令附則１１、則附則６）。

カ 有線テレビジョン放送事業者が電気通信基盤充実臨時措置法に基づき新設した電気

信号の効率的な伝送を行うための一定の設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置

について、資本金の額若しくは出資金の額が５０億円未満の会社又は個人が新設する

ものに対象を限定したうえ、その対象資産の取得期限を平成２３年３月３１日まで延

長すること（法附則１５⑯）。

キ 特定都市河川浸水被害対策法に基づき設置された一定の雨水貯留浸透施設に係る固

定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準をその価格の３分の２（改正前２

分の１）としたうえ、その対象資産の取得期限を平成２４年３月３１日まで延長する

こと（法附則１５⑰）。

ク 畜産業者が取得した家畜排せつ物の管理基準に適合する一定の管理施設に係る固定

資産税の課税標準の特例措置について、平成２３年４月１日から平成２４年３月３１

日までの間に取得したものに係る課税標準を取得後５年度間その価格の４分の３（改

正前３分の２）としたうえ、その対象資産の取得期限を平成２４年３月３１日まで延

長すること（法附則１５）。

ケ 一定の法人が公共事業に係る政府の補助を受けて取得し、日本貨物鉄道株式会社に

貸し付けた鉄道貨物輸送の効率化のための線路設備等に係る固定資産税の課税標準の

特例措置について、課税標準を取得後１０年度間はその価格の２分の１（改正前取得

後５年度間はその価格の３分の１、次の５年度間はその価格の３分の２）としたうえ、

その対象資産の取得期限を平成２４年３月３１日まで延長すること（法附則１５）。

コ 成田国際空港株式会社がその事業の用に供する一定の固定資産に係る固定資産税及

び都市計画税の課税標準の特例措置について、課税標準をその価格の４分の３（改正

前３分の２）としたうえ、その適用期限を平成２３年度まで延長すること（法附則

１５）。

サ 電気通信事業者が電気通信基盤充実臨時措置法に基づき新設した電気信号の効率的

な伝送を行うための一定の設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、資

本金の額若しくは出資金の額が５０億円未満の会社又は個人が新設するものに対象を

限定し、一定のＩＰｖ６対応設備を対象に追加したうえ、その対象資産の取得期限を

平成２３年３月３１日まで延長すること（法附則１５、令附則１１）。

シ 心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に

規定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けて取得した事業用

施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、労働者の範囲に短時間労働者

を、障害者の範囲に身体障害者又は知的障害者である短時間労働者を追加すること

（令附則１１⑪、則附則６）。
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(6) 次に掲げる課税標準の特例措置等を廃止することとした。

ア 火薬類取締法の規定による許可を受けた者が公共の危害防止のために設置する土堤

及び防爆壁に係る固定資産税の課税標準の特例措置（旧法附則１５⑤）。

イ 電気通信事業者等が電気通信基盤充実臨時措置法に規定する認定計画に従って実施

する信頼性向上施設整備事業により新設した一定の電気通信設備又は施設に係る固定

資産税の課税標準の特例措置（旧法附則１５⑳）。

ウ 鉄道事業者等が既設の鉄道の駅等に係る大規模な改良工事で利用者の利便の向上に

資するものとして取得した一定の家屋及び構築物に係る固定資産税及び都市計画税の

課税標準の特例措置（旧法附則１５）。

エ 一般と畜場の設置者が取得した牛の処理を衛生的に行うための一定の衛生設備に係

る固定資産税の課税標準の特例措置（旧法附則１５）。

オ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事

業者が国の資金の貸付けを受けて取得した一定の特定用途港湾施設の用に供する家屋

及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置（旧法附則１５

）。

カ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事

業者が政府の補助を受けて取得した廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一

般廃棄物処理施設の用に供する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計

画税の課税標準の特例措置（旧法附則１５）。

キ 日本電気計器検定所が所有し、かつ、一定の業務の用に供する固定資産に係る固定

資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置（旧法附則１５）。

ク 日本消防検定協会が所有し、かつ、一定の業務の用に供する固定資産に係る固定資

産税及び都市計画税の課税標準の特例措置（旧法附則１５）。

ケ 小型船舶検査機構が所有し、かつ、一定の業務の用に供する固定資産に係る固定資

産税及び都市計画税の課税標準の特例措置（旧法附則１５）。

コ 軽自動車検査協会が所有し、かつ、一定の業務の用に供する固定資産に係る固定資

産税及び都市計画税の課税標準の特例措置（旧法附則１５）。

サ 鉄道事業者が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定する鉄道再生事業

を実施する路線において政府の補助を受けて取得した一定の家屋及び償却資産に係る

固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置（旧法附則１５）。

シ 阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地

で平成７年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受

けたもののうち一定のものを住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の規定を

適用する特例措置（旧法附則１６の２①～⑨）。

ス 阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊した家屋に代わるものとして取得され、

又は改築された家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置（旧法附則１６の２

⑩）。

(7) その他所要の規定の整備を行うこととした。

３ 市町村たばこ税
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(1) 市町村たばこ税の税率を、平成２２年１０月１日以後に売渡し等が行われた製造たば

こに限り、１，０００本につき１，３２０円引き上げることとした（法４６８）。

(2) 旧三級品の紙巻たばこに係る市町村たばこ税の税率を、平成２２年１０月１日以後に

売渡し等が行われた製造たばこに限り、１，０００本につき６２６円引き上げることと

した（法附則３０の２）。

(3) 平成２２年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持す

る一定の卸売販売業者等及び小売販売業者に対して、手持品課税を行うこととした（改

正法附則１２①～⑦、改正令附則５、改正則附則６）。

(4) 納付された市町村たばこ税の額のうち課税定額を超える部分に相当する額を当該市町

村から都道府県に対して交付することについて、当該課税定額の算定の基礎となるたば

こ消費基礎人口に乗ずる数を２（改正前３）とすることとした（法４８５の１３①、則

１６の４の４①）。

(5) 小売販売業者に係る市町村たばこ税額として卸売販売業者等から市町村に納付された

市町村たばこ税額等を条件とする当該小売販売業者に対する当該市町村からの補助金等

の交付又は貸付金の貸付けを禁止することとした（法４８５の１４）。

４ 特別土地保有税

農業協同組合等の現物出資により設立される株式会社又は合同会社が当該現物出資に伴

い取得する土地に係る特別土地保有税の非課税措置を廃止することとした（旧法附則３１

の２）。

５ 事業所税

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する広域的処理に係る環境大臣の認定を受

けた者が専ら当該認定に係る事業の用に供する一定の施設に対する資産割の課税標準の

特例措置を廃止することとした（旧法附則３３④、旧令附則１６の２の８④）。

(2) 心身障害者を多数雇用する事業所等に対する資産割の課税標準の特例措置について、

労働者の範囲に短時間労働者を、障害者の範囲に身体障害者又は知的障害者である短時

間労働者を追加することとした（令５６の６８）。

６ 国民健康保険税

(1) 国民健康保険税の減額措置に係る基準について、応益割合に係る基準を廃止する等所

要の措置を講ずることとした（法７０３の５、令５６の８９）。

(2) 国民健康保険の被保険者が、倒産や解雇等の理由により離職した雇用保険の受給資格

者である場合等において、所得割額の算定の基礎となる総所得金額等及び減額措置の判

定の基準となる総所得金額を、これらの金額中に給与所得が含まれている場合には、給

与所得の金額をその金額の１００分の３０に相当する金額として計算した金額とする特

例措置を講ずることとした（法７０３の５の２）。

(3) 基礎課税額に係る課税限度額を５０万円（改正前４７万円）に、後期高齢者支援金等

課税額に係る課税限度額を１３万円（改正前１２万円）に引き上げることとした（令５

６の８８の２）。
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第３ その他

１ 法人住民税等に係る還付加算金の起算日について、法人税の決定等を受けて法人住民税

等の期限後申告を行い、その後減額更正を受けた場合について、当該期限後申告に係る納

付の日の翌日から還付加算金を計算するよう、所要の措置を講ずることとした。（法１７

の４）

２ 移行型以外の地方独立行政法人で地方公共団体から病院の譲渡を受けて医療法第７条第

１項に規定する許可を受けたもののうち、その成立の日の前日において現に地方公共団体

が行っている業務のみを引き続き行うものについて、非課税とする措置を講ずることとし

た（法２５①、則１の１１）。

３ 地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告

(1) 総務大臣は、毎年度、地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書

を作成し、これを国会に提出しなければならないものとし、当該報告書は、作成した年

度に開会される国会の常会に提出することを常例とすることとした（法７５８）。

(2) 総務大臣は、報告書を作成するに当たり、地方税における税負担軽減措置等の適用実

態等を把握するため必要があるときは、財務大臣に対し、適用実態調査情報等の提供を

求めることができるものとすることとした（法７５９）。

(3) 地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書を国会に提出する措置

について、対象となる地方税法の規定から地方団体の条例により税負担を軽減し又は加

重することができる旨の規定、地方団体の長に提出する書類の提出期限の特例を定める

規定、税負担を不当に減少させる行為の防止に関する規定その他の規定を除外すること

とした（令５８）。

Ⅲ 国有資産等所在市町村交付金法に関する事項

空港法に規定する東京国際空港緊急整備事業により取得される一定の空港の用に供する

固定資産に係る国有資産等所在市町村交付金の算定標準額の特例措置について、その対象

資産の取得期限を平成２３年３月３１日まで延長することとした（国有資産等所在市町村

交付金法附則⑯）。

Ⅳ 自動車重量譲与税法の改正に関する事項

１ 自動車重量譲与税は、当分の間、自動車重量税の収入額の１，０００分の４０７（改正前

３分の１）に相当する額とする特例措置を講ずることとした（自動車重量譲与税法附則②）。

２ 平成２２年度分の自動車重量譲与税に限り、６月期に譲与すべき額を当該年度の初日の属

する年の２月及び３月の収納に係る自動車重量税の収入額の３分の１に相当する額と同年の

４月における収納に係る自動車重量税の収入額の１，０００分の４０７に相当する額との合

算額とすることとした（改正法附則１６）。

Ⅴ 国税収納金整理資金に関する法律施行令の改正に関する事項

自動車重量税に係る組入金については、当分の間、その１，０００分の４０７（改正前

３分の１）に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金
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勘定に係る自動車重量税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る自動車重量税

に係る組入金とすることとすることとした（国税収納金整理資金に関する法律施行令附則

③）。

Ⅵ 特記事項

地方税の減免措置については、地方税法の規定に基づき、条例の定めるところによって

行うことができるが、各地方団体にあっては、当該措置が特別な事由がある場合に限った

税負担の軽減であることを踏まえ、適正かつ公平な運用に十分配意すること。

公益性を理由として減免を行う場合には、公益性の有無等条例で定める要件に該当する

かを厳正に判断すること。特に、朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免措置につい

ては、最近の裁判事例において、地方団体の判断に基づく減免措置が取り消された例があ

ったことも踏まえ、減免対象資産の使用実態等について具体的かつ厳正に把握した上で、

更に適正化に努めること。

（備考）この通知においては、次のとおり略称を用いているので、留意願います。

「法」：地方税法（昭和25年法律第226号）

「令」：地方税法施行令（昭和25年政令245号）

「則」：地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号）

「改正法」：地方税法等の一部を改正する法律（平成22年法律第4号）

「改正令」：地方税法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令（平成22年政令第

45号）

「改正則」：地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成22年総務省令第27号）

「旧法」：地方税法等の一部を改正する法律による改正前の地方税法

「旧令」：地方税法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政

令による改正前の地方税法施行令

「旧則」：地方税法施行規則の一部を改正する省令による改正前の地方税法施行規則


